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１ 策定の趣旨 

 

この計画は、科学的、技術的な知見に立脚し、被災市町村等の復興を長期的に支援すると

いう考え方に基づき、沿岸地域をはじめとした岩手県全体が、東日本大震災津波を乗り越え

て力強く復興するための地域の未来の設計図として、復興に向けての目指す姿や原則、まち

づくりのグランドデザイン、具体的取組の内容、復興への歩み等を明らかにするものである。 

なお、本県では、「いっしょに育む『希望郷いわて』」の実現に向けて、平成 21年 12月に

「いわて県民計画」を策定し、「仕事」、「暮らし」、「学び・こころ」の分野ごとに、県民一

人ひとりの「実現していきたい岩手の未来」を描き、その実現に向けた様々な施策を県民の

総力を結集しながら展開してきたところである。今回の大震災津波を踏まえ、「いわて県民

計画」に基づく施策の推進を基本としつつも、復興に関する事項については、本計画に基づ

き推進するものである。  

 

２ 計画の役割 

 

この計画は、大震災津波からの復興に当たって、次の役割を担う。 

 

（１） 被災者に寄り添い、一人ひとりの安全を確保し、その暮らしの再建となりわいの再

生を支援する計画である。 

（２） 被災市町村が策定する復興計画等の指針となり、その自主的な復興を支援する計画

である。 

（３） 復興に当たって、県民、関係団体、企業、ＮＰＯ、高等教育機関など、地域社会を

構成するあらゆる主体が一体となって取り組むための指針となる計画であるとともに、

県としての施策の方向や具体的な取組内容を示す計画である。 

（４） 岩手県としての復興の方向性と取組を明らかにし、国に対して、必要な復興事業の

推進や支援を提案・要望する計画である。 

（５） 国民や国際社会の積極的な支援と参画を通じた「開かれた復興」を促す計画である。 

序 章 



3 

 

３ 計画の構成 

  

この計画は、復興に向けての目指す姿や原則、まちづくりのグランドデザイン、具体的取

組の内容等を示した「復興基本計画」と、施策や事業、工程表等を示した「復興実施計画」

により構成する。 

 

復興に向けては、被害の広域性、複合性、多様性、規模の大きさから、緊急的、短期的、

中・長期的な取組を重層的に進めていくことが必要であることから、取組の当初から一体的

な戦略に基づき復興を目指す。 

 

４ 計画の期間 

  

この計画は、本県における迅速な復興の推進を図るとともに、平成 31 年度に策定が予定

される県の次期総合計画を見据え、平成 23年度から平成 30年度までの８年間を全体計画期

間とする。 

「復興実施計画」については、第１期（平成 23年度から 25年度までの３年間）、第２期

（平成 26年度から 28 年度までの３年間）、更なる展開に向けた連結期間となる第３期（平

成 29年度から 30年度までの２年間）に区分し、取組を推進する。 

このうち、第１期復興実施計画の期間を基盤復興期間と位置付け、特に集中的な復興の取

組を行う。 

なお、被災市町村が策定する復興計画等に基づく取組との整合性については十分配慮し、

当該市町村との連携を図り、その復興が着実に達成されるように取組を進める。 

 

岩手県東日本大震災津波復興計画

復 興 実 施 計 画
第１期

～基盤復興期間～
（平成23年度～平成25年度）

≪計画の構成及び期間≫

復興基本計画
（平成23年度～平成30年度）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

第２期
～本格復興期間～

（平成26年度～平成28年度）

第３期
～更なる展開への連結期間～

（平成29年度～平成30年度）

 

※ 復興への歩みと計画期間との関係については、23ページを参照。 
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５ 復興の主体 

 

復興に当たっては、県民をはじめ、各分野や地域等の関係団体、企業、ＮＰＯ、高等教育

機関、行政など、地域社会のあらゆる構成主体が連携して「復興の主体」となり、その総力

を結集し、地域社会に根ざした復興をなし遂げる。 

また、全国、世界各地から寄せられている様々な支援や参画の広がりを契機とし、本県に

おける復興への共感に基づく積極的な「つながり」を力に、開かれた復興を実現する。 

 

６ 対象地域 

  

この計画は、特に甚大な被害を受けた沿岸市町村を主な対象としているが、今回の大震災

津波によって、内陸地域においても直接的な被害や社会経済的な影響が広く及んでいること、

また、復興の達成に向けては、沿岸地域と内陸地域が一体となった取組が必要であることか

ら、内陸地域を含む県内全体を対象地域とする。 

 

７ 計画の見直し 

  

この計画は、社会経済情勢の変化や復興の状況等を踏まえ、必要に応じて、所要の見直し

を行うものとする。 

 

 

 


